
 

 

八戸市公共施設マネジメントの推進に係る基本方針 

（八戸市公共施設等総合管理計画）改訂の概要 
 

１． 改訂理由 

国（総務省）から令和３年１月、各自治体が作成した総合管理計画の策定から一定の期間

が経過し、令和３年度中に総合管理計画の見直しを行うよう要請があったことから、各施設

の個別施設計画の内容を将来推計に反映させることを主目的に「八戸市公共施設マネジメン

トの推進に係る基本方針（八戸市公共施設等総合管理計画）」（以下、「計画」という。）を一

部改訂するもの。 

 

２．計画の概要 

（１）計画の目的 

当計画は、人口減少等により公共施設等の利用需要が変化していくことが予想されるこ

とを踏まえ、公共施設等の全体の状況を把握し、長期的な視点をもって、更新、統廃合及

び長寿命化等を計画的に行い、財政負担の軽減・平準化と施設の最適な配置を行うため、

基本的な方針を定めています。 

 

（２）計画期間 

      平成 28 年度から平成 37 年度までの 10 年間 

                      ↓ 

令和３年度から令和 12 年度までの 10 年間 

 

（３）計画の改訂履歴 

平成 28年８月   （策定） 

平成 30年 10月   ・ユニバーサルデザイン化の推進方針を追記。 

令和２年度    ・各施設の個別施設計画策定。 

令和４年３月（予定）  ・個別施設計画を反映した将来更新費用の推計を追加。 

・施設保有量、有形固定資産減価償却率の推移、過去に行った対策 

の実績及び既存施設の維持管理経費を追加。 

・計画期間、その他各種数値を最新値に更新。 
 

３．主な改訂のポイント 

（１）更新費等の再試算 

・各施設策定済の個別施設計画の内容を踏まえ積算に反映。 

（２）国の策定指針を踏まえた内容の見直し 

・施設保有量、有形固定資産減価償却率の推移、過去に行った対策の実績及び既存施設の

維持管理経費を追加。 

（３）その他  

・計画期間、その他各種数値を最新値に更新。 

 

４．今後のスケジュール 

２月１８日   行政改革委員会から意見聴取 

３月中旬    行政改革推進本部で審議・決定 

４月下旬    総務協議会へ報告、公表（市ＨＰ） 
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